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改正後 現行 

 

東京都妊産婦等生活援助補助事業実施要綱 

 

（令和６年４月２２日６福祉子家第 158 号決定） 

（令和６年１２月１１日６福祉子家第 2060 号 一部改正） 

（令和７年５月１２日７福祉子家第 124 号 一部改正） 

 

 

１から４まで （現行のとおり） 

 

５ 事業内容 

  （１）から（６）まで （現行のとおり） 

（７）補助者等（補助者及び直接処遇職員をいう。以下同じ。）の

雇上げによる直接処遇職員の業務負担軽減 

    支援コーディネーター（管理者）や保健師、助産師又は看護

師の資格を有する者等の直接処遇職員（以下、「直接処遇職員」

という。）の業務負担の軽減等に取り組んでいる事業所に対し、

補助者等の雇上げに必要な経費の一部を補助する。 

① 夜間業務等の業務負担軽減 

     事業所における夜勤業務、対象者間の暴力・性暴力への対

応及び障害等を抱えた対象者並びに外国籍の対象者等ケアニ

ーズの高い対象者への支援等へ対応するための補助者等を雇

い上げ、直接処遇職員の業務負担軽減を図る。 

 

東京都妊産婦等生活援助補助事業実施要綱 

 

（令和６年４月２２日６福祉子家第 158 号決定） 

（令和６年１２月１１日６福祉子家第 2060 号 一部改正） 

 

 

 

１から４まで （略） 

 

５ 事業内容 

  （１）から（６）まで （略） 

  （７） （新設） 
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   ア 実施要件 

（ア）雇い上げる補助者は、当該補助者が担う補助業務を行う

ものとして事業所長等が適当と認める者であること。 

（イ）事業所は、都に対し、実施計画書及び実績報告書を提出

すること。なお、実施計画書及び実績報告書には、以下の

内容を記載すること。 

    ① 本事業による補助者等の業務内容及び勤務時間、補助者

等の雇上げにより、直接処遇職員の負担が軽減される業務

内容 

     ② 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組（本事業

による取組を除く。）  

 

 

６ （現行のとおり） 

 

７ 報告 

（１）入所報告書及び退所報告書 

   支援者団体は、対象者が入退所した場合は、速やかに入所報告書

（別紙第１号様式）又は退所報告書（別紙第２号様式）を、都へ提出   

すること。 

（２）相談業務実施報告書 

     支援者団体は、対象者へ相談支援を行った場合は、支援実施月の

翌月１０日までに、相談業務実施報告書（別紙第３号様式）を、都

へ提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

 

７ （新設） 
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８ 留意事項 

（１）５の（１）から（３）までに掲げる事業は必須とし、５の

（４）から（７）までに掲げる事業は、対象者のニーズ等を十分

踏まえた上で、支援者団体の状況に応じて行うことができること。 

 

  （２）から（１５）まで （現行のとおり） 

 

  （１６）５の（７）により雇い上げる補助者等は、本体事業所のほ

か、「児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について」（平

成１７年３月３０日付雇児発０３３０００８号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知）に定める分園型小規模グループケア及

び「地域小規模児童養護施設の設置運営について」（平成１２年

５月１日付児発第４８９号厚生省児童家庭局長通知）に定める地

域小規模児童養護施設毎に雇い上げることができるものとする。 

 

 （１７）５の（７）により雇い上げる補助者等の勤務時間は、業務

内容等に応じて事業所で判断すること。 

 

 （１８）「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金につ

いて」（令和５年５月１０日こ支家第４７号こども家庭庁長官

通知）の支弁対象となっている職員や本事業以外の補助事業の

対象となる職員については、５の（７）に揚げる事業の対象と

はならないこと。 

 

 

７ 留意事項 

（１）５の（１）から（３）までに掲げる事業は必須とし、５の（４）

から（６）までに掲げる事業は、対象者のニーズ等を十分踏まえ

た上で、支援者団体の状況に応じて行うことができること。 

 

  （２）から（１５）まで （略） 

 

  （１６）（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

  （１７）（新設） 

 

 

（１８）（新設） 
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９ 経費 （現行のとおり） 

 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 附 則（令和６年１２月１１日６福祉子家第 2060 号 一部改正） 

この要綱は、決定日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 附 則（令和７年５月１２日７福祉子家第 124 号 一部改正） 

この要綱は、決定日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 経費 （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 附 則（令和６年１２月１１日６福祉子家第 2060 号 一部改正） 

この要綱は、決定日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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別紙第 1号様式 

 

別紙第 1号様式 （新設） 
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別紙第２号様式 

 

 

別紙第２号様式 （新設） 
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別紙第 3 号様式 

 

別紙第３号様式 （新設） 

 


